
 

 

親族後見人交流・相談会 
 

現在、福知山市で親族の方の成年後見人・保佐人・補助人として活動されている 

方が集い、情報交換される交流会を開催します。 

 弁護士も参加していますので日頃の悩みや疑問について相談してみませんか？ 

 

 

 【日  時】  平成３１年３月５日（火）午後１時３０分～３時３０分 

         （受付 午後１時より） 

 

【会  場】  市民交流プラザふくちやま 3階 ３－１    参加費無料 

         （住所 福知山市駅前町 400番地） 

  

 【対 象 者】  福知山市民で親族の後見人・保佐人・補助人をされている方 

          

 【内  容】  情報交換 

         ＊悩みや疑問について弁護士に相談もできます。 

                                        

  

 

                                 

    

        

 

 

 

 

                           

 

 

 

【申し込み・お問い合せ先】 

    社会福祉法人福知山市社会福祉協議会 

    成年後見センター・権利擁護センター 

   TEL 0773-25-3211 FAX 0773-24-5282 

家庭裁判所への定期報告の仕方は

これでいいの？ 

居住用不動産の処分の 

タイミングや方法って？ 
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